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戦
争
と
米
占
領
軍
支
配
の
も
と
、
沖
縄
県
民
は
、「
人
間
ら
し
い
く
ら
し
を
自
ら
の
力
で
か
ち
と
る
」
と
の
決
意

に
燃
え
て
、
祖
国
復
帰
運
動
へ
立
ち
上
が
つ
た
。
経
済
を
立
て
直
し
、
基
地
の
な
い
、
平
和
で
豊
か
な
沖
縄
を
実

現
す
る
こ
と
は
、
祖
国
復
帰
の
原
点
で
あ
り
、
「
県
民
へ
の
償
い
の
心
を
も
つ
て
事
に
あ
た
る
べ
き
」
（
昭
和
四
十

六
年
十
一
月
十
日
、
衆
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
特
別
委
員
会
に
お
け
る
政
府
提
案
理
由
の
説
明
）
政
府
の
当
然
の

責
務
で
あ
る
。 

今
年
は
、
沖
縄
が
日
本
に
復
帰
し
て
、
ま
た
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法(

以
下｢

沖
振
法｣

と
い
う
。)

が
制

定
さ
れ
て
か
ら
十
五
周
年
に
当
た
る
。
同
法
に
基
づ
く
振
興
開
発
計
画
も
、
第
一
次
（
昭
和
四
十
七
～
五
十
六
年

度
）
を
経
て
、
第
二
次
計
画
期
間(

昭
和
五
十
七
～
六
十
六
年
度)

前
半
の
最
終
年
度
で
も
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
現
実
は
ど
う
か
。
復
帰
後
十
四
年
間
の
沖
縄
振
興
開
発
は
、
県
民
総
生
産
の
実
に
四
分
の
一
が
県
外 

沖
縄
の
振
興
開
発
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

沖
縄
の
振
興
開
発
は
、
①
本
土
企
業
の
誘
致
だ
け
を
あ
て
に
し
た
経
済
再
建
策
で
な
く
、
沖
縄
の
地
場
産
業
、

農
業
、
漁
業
を
育
成
し
発
展
さ
せ
る
、
②
大
企
業
本
位
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
心
の
産
業
基
盤
づ
く
り
の
公

共
事
業
で
な
く
、
後
れ
た
生
活
環
境
を
改
善
し
、
県
民
の
く
ら
し
や
福
祉
・
教
育
を
支
え
る
公
共
事
業
を
進
め 

 

る
、
③
平
和
の
問
題
を
は
じ
め
、
経
済
・
く
ら
し
の
障
害
と
な
つ
て
い
る
米
軍
基
地
・
施
設
を
撤
去
す
る
こ
と
、

な
ど
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

へ
流
失
す
る
と
い
う
経
済
構
造
に
は
手
を
つ
け
ず
、
政
府
の
財
政
投
資
の
多
く
は
本
土
企
業
へ
還
流
、
本
土
大
企

業
に
よ
る
〝
食
い
荒
ら
し
〟
と
も
い
う
べ
き
状
態
が
続
い
て
き
た
。
加
え
て
、
核
・
軍
拡
政
策
と
財
界
主
導
の
行
財 

 
 

 
 

政
「
改
革
」
の
も
と
、
沖
縄
へ
の
財
政
投
資
は
減
ら
さ
れ
、
立
ち
後
れ
た
沖
縄
経
済
は
一
層
破
局
に
直
面
し
て
い

る
。
米
軍
基
地
・
施
設
の
返
還
と
県
民
本
位
の
跡
地
利
用
は
遅
々
と
し
て
進
展
せ
ず
、
依
然
と
し
て
最
大
の
障
害

と
な
つ
て
い
る
。 

「
各
面
に
わ
た
る
本
土
と
の
格
差
の
是
正
を
図
り
、
自
立
的
発
展
の
基
礎
条
件
を
整
備
し
」「
平
和
で
明
る
い
活 

四 

 



 

力
あ
る
沖
縄
県
を
実
現
す
る｣

と
し
た
第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画(

以
下｢

二
次
振
計｣

と
い
う
。)

の
目
標
を
、
残

さ
れ
た
五
年
間
で
達
成
す
る
た
め
に
も
、
復
帰
後
十
五
年
目
に
当
た
る
今
日
、
現
在
の
振
興
開
発
の
問
題
点
を
改

め
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
抜
本
的
転
換
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

一 

い
う
ま
で
も
な
く
沖
縄
経
済
の
最
大
の
問
題
は
、
食
料
、
生
活
必
需
品
、
生
産
資
材
、
飼
料
、
観
光
消
費
材

な
ど
の
多
く
が
県
外
か
ら
の
移
輸
入
で
占
め
ら
れ
、
五
十
八
年
度
で
み
て
も
、
県
民
総
生
産
の
二
四
・
四
％
に

当
た
る
四
千
五
百
六
十
六
億
円
と
い
う
膨
大
な
移
輸
入
超
過
と
な
つ
て
い
る
。 

1 

沖
縄
開
発
庁
予
算
に
一
括
計
上
さ
れ
て
い
る
沖
縄
開
発
公
共
事
業
関
係
費
だ
け
で
、
昭
和
四
十
七
年
度
以

降
六
十
年
度
ま
で
、
累
計
一
兆
八
千
十
五
億
円(

補
正
後
ベ
ー
ス)

が
投
入
さ
れ
た
。 

沖
縄
経
済
の
自
立
を
図
る
た
め
に
は
、
政
府
の
財
政
投
資
が
、
経
済
構
造
を
転
換
す
る
方
向
で
、
確
実
に
地

元
に
還
元
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

従
つ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

五 

 



 

2 

産
業
振
興
の
ひ
と
つ
の
柱
と
さ
れ
る
観
光
業
に
し
て
も
、
年
間
二
百
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
そ
の
観
光
収
入
の
多
く(

沖
縄
地
域
科
学
研
究
所
の
調
査
で
は
二
七
・
七
％)

は
県
外
へ
流
失
し
て
い

る
。 こ

の
よ
う
な
状
態
で
は
、
地
場
産
業
の
振
興
や
中
小
企
業
の
発
展
な
ど
、
経
済
の
自
立
は
図
れ
な
い
。
軍

事
優
先
・
県
外
大
手
企
業
優
先
の
財
政
投
資
で
は
な
く
、
生
活
道
路
の
整
備
や
公
立
学
校
・
福
祉
施
設
整
備

な
ど
、
県
民
の
生
活
関
連
公
共
投
資
を
飛
躍
的
に
増
や
し
、
県
内
建
設
業
者
へ
の
発
注
や
県
内
産
品
の
積
極

的
使
用
な
ど
で
投
資
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
現
在
の
公
共
投
資
を
そ
の
よ
う
に
転
換
す

る
つ
も
り
は
な
い
か
。 

と
こ
ろ
が
、
沖
縄
総
合
事
務
局
が
昭
和
五
十
九
年
度
に
発
注
し
た
公
共
事
業
費(

決
算
ベ
ー
ス)

は
、
総
額

三
百
四
十
一
億
千
万
円
、
そ
の
う
ち
県
内
企
業
へ
の
発
注
は
四
四
・
四
％
、
残
り
の
五
五
・
六
％
は
県
外
企

業
へ
の
発
注
で
あ
る
。 

六 

 



 

二 

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
十
五
日
、
復
帰
を
前
に
し
た
い
わ
ゆ
る
〝
沖
縄
国
会
〟
の
衆
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
特 

 

別
委
員
会
で
、
山
中
貞
則
総
理
府
総
務
長
官
（
当
時
）
は
、
沖
振
法
に
い
う
振
興
開
発
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
、 

3 

政
府
は
、｢

新
規
企
業
の
導
入
育
成
の
促
進｣

等
を
図
り｢

産
業
の
振
興
開
発
を
進
め
」
、｢

経
済
の
自
立
的
発 

 
 

 
 

展
を
目
指
す
」（
二
次
振
計
）
と
し
て
、
工
業
開
発
地
区
の
指
定
に
基
づ
き
、
糸
満
工
業
団
地
、
中
城
湾
港
新

港
地
区
工
業
団
地
の
造
成
な
ど
を
産
業
振
興
の
目
玉
と
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
企
業
の
誘
致
に
よ
る
産
業
振
興

は
、
二
次
振
計
前
半
で
ど
れ
だ
け
達
成
さ
れ
、
ま
た
、
計
画
最
終
年
度
の
六
十
六
年
に
は
ど
う
な
る
の
か
。 

こ
う
し
て
沖
縄
経
済
は
「
投
下
さ
れ
た
財
政
資
金
が
最
終
的
に
は
県
外
に
漏
出
し
県
内
に
止
ま
ら
な
い
資

金
構
造
に
な
つ
て
い
る
」
（
琉
球
銀
行
調
査
部
「
金
融
経
済
」
№
二
二
一
）
。 

そ
の
見
通
し
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

復
帰
十
四
年
た
つ
て
も
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
よ
う
な
構
造
を
、
県
民
本
位
に
転
換
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

と
こ
ろ
が
政
府
は
、
二
次
振
計
の
期
間
だ
け
を
み
て
も
、
財
政
援
助
を
強
め
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
六
十
年

度
八
十
六
億
八
千
六
百
万
円
、
六
十
一
年
度
七
十
億
千
五
百
万
円(

い
ず
れ
も
五
十
九
年
度
ベ
ー
ス)

も
の
補
助

金
を
削
減
し
た
。
沖
縄
開
発
庁
に
一
括
計
上
さ
れ
て
い
る
振
興
開
発
予
算
は
、
二
次
振
計
に
入
つ
て
か
ら
横
ば

い
、
五
十
九
年
度
か
ら
は
減
額
予
算
と
さ
え
な
つ
て
い
る
。 

ま
た
、
二
次
振
計
に
、
「
政
府
は
、
計
画
の
推
進
状
況
及
び
そ
の
成
果
を
的
確
に
把
握
し
つ
つ
」
と
明
記
し
、

施
策
の
計
画
的
推
進
を
政
府
自
ら
義
務
付
け
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
県
民
生
活
へ
の
財
政
支
出
は
容
赦
な
く
削
減
し
た
が
、
米
軍
へ
の
“
思
い
や
り
予
算
”
は
、

一
四
三
・
六
％
（
六
十
一
年
度
当
初
予
算
、
五
十
七
年
度
比
）
と
突
出
さ
せ
て
き
た
。 

「
こ
れ
は
や
は
り
き
つ
ち
り
そ
の
時
期
に
お
い
て
は
十
カ
年
後
に
到
達
す
べ
き
目
標
、
そ
れ
へ
の
到
達
す
る
過

程
、
そ
う
い
う
も
の
が
予
算
に
お
い
て
も
あ
る
い
は
ま
た
政
府
の
全
体
の
そ
れ
に
対
す
る
姿
勢
に
お
い
て
も
、

明
確
に
示
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
。 

八 

 



 

3 

二
次
振
計
の
現
状
と
後
期
の
課
題
に
つ
い
て
審
議
を
し
て
い
る
沖
縄
開
発
審
議
会
の
答
申
が
、
当
初
九
月

の
予
定
が
来
年
六
月
以
降
に
延
期
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
沖
縄
の
危
機
的
現
状
か
ら
す
れ
ば
と
う
て
い

許
さ
れ
な
い
。
四
全
総
の
審
議
と
は
切
り
離
し
、
計
画
の
推
進
状
況
と
と
も
に
、
二
次
振
計
後
期
の
課
題
を

早
急
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

こ
う
し
た
状
態
で
、
二
次
振
計
を
残
さ
れ
た
五
年
間
で
達
成
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
達
成
で
き
る

と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
計
画
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
達
成
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
三
次
振
計
を
考
え
て
い
る

の
か
。 

1 
政
府
の
こ
う
し
た
態
度
は
、｢

県
民
へ
の
償
い
の
気
持
ち｣

ど
こ
ろ
か
、
沖
縄
を
二
十
七
年
間
米
軍
政
下
に

放
置
し
た
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
振
興
開
発
の
目
標
と
現
実
は
ま

す
ま
す
か
け
離
れ
、
沖
縄
経
済
を
一
層
破
局
に
導
い
て
き
て
い
る
。
こ
の
現
実
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
明
確

に
示
さ
れ
た
い
。 

九 

 



 

三 
失
業
率
は
依
然
と
し
て
全
国
平
均
の
二
倍
、
と
り
わ
け
若
年
労
働
者
の
失
業
率
は
三
倍
を
超
え
、
中
小
企
業

の
倒
産
は
全
国
一
高
い
水
準
で
推
移
、
県
民
の
く
ら
し
は
、
復
帰
後
十
四
年
た
つ
て
も
、
深
刻
な
事
態
が
一
向

に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
、
六
十
一
年
度
に
入
つ
て
か
ら
の
完
全
失
業
率
は
急
増
し
、
特
に
三
月
以
降 

六
％
～
五
％
後
半
で
推
移
し
、
八
月
分
で
み
る
と
そ
の
う
ち
五
七
％
は
二
十
九
歳
未
満
の
若
年
労
働
者
が
占
め

て
い
る
（
県
統
計
課
調
べ
）
。
人
口
の
推
移
は
、
二
次
振
計
当
初
の
見
込
み
を
上
回
り
、
最
終
年
度
の
昭
和
六
十

六
年
に
は
、
人
口
百
二
十
四
万
人
、
労
働
力
人
口
五
十
五
万
人
（
二
次
振
計
の
当
初
見
込
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百

二
十
万
人
、
約
五
十
三
万
人
）
を
超
え
る
と
い
わ
れ
る(

沖
縄
県｢

沖
縄
振
興
開
発
の
課
題
と
展
望
」
、
昭
和
六
十

一
年
九
月
）
。 

失
業
者
の
就
労
促
進
に
努
め
る
と
い
い
な
が
ら
、
沖
振
法
第
三
十
八
条
に
規
定
さ
れ
た
就
労
事
業
な
ど
、
そ

の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
で
き
る
こ
と
も
実
施
せ
ず
、
沖
縄
県
の
失
業
対
策
事
業
費
は
九
州
全
体
平
均
の
わ
ず

か
二
・
五
％
、
一
人
当
た
り
五
十
円(

五
十
七
年
度
決
算
、
自
治
省
調
べ)

と
い
う
驚
ぐ
べ
き
実
態
で
あ
る
。
政 

一
〇 

 



 

四 

一
人
当
た
り
の
県
民
所
得
は
、
全
国
平
均
の
七
割
程
度
、
農
家
所
得(

一
戸
当
た
り)

の
全
国
平
均
と
の
格
差

は
、
二
次
振
計
が
始
ま
つ
て
か
ら
む
し
ろ
拡
大
の
傾
向
を
た
ど
つ
て
い
る
。
沖
縄
の
農
業
粗
生
産
額
の
三
分
の

一
以
上
を
占
め
る
さ
と
う
き
び
の
生
産
者
手
取
り
価
格
は
、
生
産
費
を
大
幅
に
下
回
つ
て
い
る
ば
か
り
か
、
五

十
八
年
度
以
降
三
年
間
据
え
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
農
林
水
産
省
の
調
査
で
も
、
昭
和
五
十
八
年
度
以

降
三
年
間
に
、
生
産
費
は
七
・
五
％
、
一
万
四
千
九
百
四
十
三
円
上
昇
、
逆
に
農
家
所
得
は
五
・
七
％
、
七
千

百
十
八
円
（
い
ず
れ
も
十
ア
ー
ル
当
た
り
）
減
少
し
て
い
る
。 

1 

二
次
振
計
の
目
標
と
し
て
県
民
所
得
向
上
を
目
指
し
て
い
る
中
で
、
さ
と
う
き
び
農
家
の
所
得
は
減
少
の 

ま
た
、
い
か
に
し
て
失
業
、
中
小
企
業
の
倒
産
を
防
止
す
る
の
か
、
具
体
的
方
法
を
今
こ
そ
県
民
の
前
に
明

ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

府
が
沖
縄
の
失
業
問
題
を
軽
視
ど
こ
ろ
か
無
視
し
て
い
る
と
さ
え
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

い
つ
た
い
政
府
は
、
沖
縄
の
失
業
が
今
後
ど
う
な
る
の
か
、
そ
の
見
通
し
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
一 

 



 

五 

二
次
振
計
に
お
い
て
も
、
「
土
地
利
用
上
大
き
な
制
約
と
な
つ
て
い
る
米
軍
施
設
・
区
域
を
で
き
る
だ
け
早 

期
に
縮
小
し
、
産
業
の
振
興
、
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
よ
う
跡
地
の
有
効
利
用
を
図
る
」
必
要
が
明
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
米
軍
基
地
・
施
設
の
存
在
は
「
平
和
で
明
る
い
活
力
あ
る
沖
縄
県
を
実
現
す
る
」（
二
次
振

計
）
上
で
重
大
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
。 

2 
政
府
は
、
「
再
生
産
を
確
保
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て(

生
産
者
価
格
を)

定
め
る
」
（
砂
糖
の
価
格
安
定
等
に

関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
）
と
の
規
定
に
反
し
、
自
ら
の
調
査
に
よ
る
生
産
費
で
さ
え
下
回
る
生
産
者
価
格

を
決
定
し
て
き
た
。「
生
産
費
を
償
う
さ
と
う
き
び
価
格
を
」
と
い
う
の
は
生
産
農
民
の
最
低
限
の
要
求
で
あ

り
、
政
府
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

と
こ
ろ
が
、
実
態
は
、
「
整
理
縮
小
」
と
は
逆
に
在
沖
縄
米
軍
基
地
の
機
能
は
一
段
と
強
化
さ
れ
て
き
て
い 

 

る
。
す
な
わ
ち
、
米
陸
軍
特
殊
部
隊(

い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
・
ベ
レ
ー)

の
再
配
備
や
、
Ｂ

52
爆
撃
機
に
核
攻
撃 

一
途
を
た
ど
つ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

一
二 

 



 

去
る
十
月
三
日
に
は
、
住
民
や
自
治
体
の
強
い
抗
議
の
中
、
グ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
基
地
所
属
の
Ｂ52

Ｇ

型
核
戦
略
爆
撃
機
十
機
が
嘉
手
納
基
地
に
飛
来
、
沖
縄
が
グ
ア
ム
と
不
離
一
体
の
関
係
で
、
ア
メ
リ
カ
の
核
戦

略
体
制
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
。 

命
令
を
伝
達
す
る
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
・
ト
ー
ク
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
核
戦
争
の
指
令
通
信
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ア
フ

サ
ッ
ト
コ
ム
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
嘉
手
納
）
の
建
設
、
さ
ら
に
、
日
本
へ
の
返
還
合
意
が
さ
れ
て
い
る
那
覇
軍
港

は
、
米
海
洋
戦
略
の
中
で
逆
に
強
化
、
事
前
集
積
艦
の
母
港
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

沖
縄
の
空
も
、
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
存
在
に
よ
り
管
制
権
は
依
然
と
し
て
米
軍
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
米
軍
と

自
衛
隊
の
使
用
が
優
先
さ
れ
る
中
で
、
極
め
て
危
険
な
状
態
に
あ
る
。 

日
米
安
保
条
約
・
米
軍
基
地
存
続
を
最
優
先
課
題
と
す
る
政
府
は
、
憲
法
に
違
反
し
て
、
米
軍
基
地
の
た
め

に
県
民
か
ら
強
奪
し
続
け
て
き
た
土
地
を
、
引
き
続
き
二
十
年
間
も
強
制
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
沖
縄
の
玄
関
で
あ
る
那
覇
空
港
を
は
じ
め
、
宮
古
な
ど
の
民
間
空
港
の
軍
事
利
用
や
、
米
軍
演
習
に 

一
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3 

広
大
な
米
軍
基
地
や
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
存
在
に
加
え
、
民
間
空
港
の
軍
民
共
用
化
、
基
地
機
能
の
強
化

は
、
二
次
振
計
の
目
標
達
成
の
重
大
な
障
害
と
な
つ
て
お
り
、
県
民
の
願
い
に
そ
む
く
も
の
で
あ
る
。
直
ち

に
や
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

返
還
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
在
沖
縄
米
軍
施
設
・
区
域
の
わ
ず
か
二
〇
％
に
す
ぎ
な
い
（
復
帰
時

の
防
衛
庁
告
示
第
十
二
号
に
よ
る
告
示
面
積
比
）
。
二
次
振
計
が
、
解
決
す
べ
き
基
本
的
課
題
と
す
る
土
地 

利
用
上
の
制
限
、
す
な
わ
ち
広
大
な
米
軍
施
設
・
区
域
の
整
理
縮
小
を
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
て
い
く
の

か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

1 
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
場
で
返
還
の
合
意
が
さ
れ
て
い
る
五
千
七
百
四
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
う

ち
、
六
十
年
四
月
一
日
現
在
、
返
還
さ
れ
た
の
は
二
千
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
の
三
千
七
百
三

十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い
て
、
返
還
計
画
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

よ
る
山
林
破
壊
、
住
宅
地
へ
の
被
害
な
ど
も
深
刻
で
あ
る
。 

一
四 
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五 

4 
軍
用
地
の
二
十
年
強
制
使
用
は
、｢

財
産
権
は
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
し
た
憲
法
に
明
確
に
違
反

す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
年
十
二
月
十
日
の
衆
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
私
の
質
問
に
対
し
、
加
藤
紘
一
防
衛

庁
長
官(
当
時)
は
、
安
保
条
約
と
我
が
国
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て｢

有
権
的
に
述
べ
る
立
場
に
な
い｣

と
し

て
、
明
確
な
答
弁
を
避
け
て
い
る
。 

米
軍
基
地
確
保
を
目
的
と
し
た
土
地
強
奪
は
、
安
保
条
約
を
日
本
国
憲
法
に
優
先
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

断
じ
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


